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　審議の流れ　

 

本会議

委員会

本会議

質問：県政一般について、執行機関
の現在の取り組み状況や今後
の対応についてただすもの

質疑：提出議案について、疑問や不
明確な点をただすもの

開　会

提出者説明

質問・質疑

委員会付託

提出者説明

質　疑

討　議

採　決

委員長報告

質　疑

討　論

採決・閉会

議長が宣告します。

委員会の審査結果を報告します。

議案提出者が内容を説明します。

委員長報告に対して質疑を行います。

議員が県の仕事や議案についてただ
し、知事などが答弁します。

議案について賛否を明らかにし、そ
の理由を述べます。

議案などをさらに詳しく調べるた
め、委員会に付託します。

付託された議案や請願などについ
て、いろいろな角度からよく調べ、
委員会としての態度を決めます。
※ 付託された議案のほかに、委員会

が議案を提出することもあります。

修正があれば案を提出

審議の順序
　議員または知事から提出された議案は本会議にかけられます。委員会でより詳しく審査した後、本
会議で再度審議されて採決されます。付託された議案のほか、委員会での審査の結果、議案を提出す
ることもあります。

採決の方法
　議案および請願の採決は、本県議会では挙手採決の方法がとられますが、その他の方法による場合
もあります。会期中に審議不十分で採決できないときは、次の定例会までの間、所管の委員会で継続
審査されます。

可決後の議案
　県議会で議決した結果は知事に送付され、執行機関は県議会での決定に基づいて実
際の仕事を進めていきます。また、県議会では、県だけでは解決できない問題について、
国をはじめとする行政機関に意見書を提出して協力を求めたり、県議会としての意思
を明確にするために決議を行ったりしています。


